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○刑事訴訟法上、任意の取調べや逮捕後の取調べに

凶メモを取ることを禁止する規定はなおいて、

内霧■携帯I |】刑事局刑事課【責任者 関課長
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○検察官による取調べ時にメモを取ることを認める
かどうかは、 おしi工全一取調べ

追加'二判断Lているものと承知している｡｜
【取調べの機能に対する影響等とは何かと更に問われた
場合】

○飽くまで一般論として申し上げれば、検察官によ
る取調べにおいて、自由にメモを取ることを認めた
場合、

桧鍔箔の問いに答え_る_ことより、メ王塑孜るこ
■

とに集中してしまう （などして、 （必要な説得。
追及を通じて）ありのままの供述を得たり、その
供述態度をつぶさに観察したりすることが難しく
なる）こと

ゞ 。 （取調べでは、捜査の秘密や関係者の名誉・プ

子
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ライバシーに関わる内容にも言及したり、そうし

た事項が記載された証拠を示したりすることがあ

り得るが、 ）取調べが行われている正にその場で

メモを取ることを認めれば、 (そのメモが流出す

るおそれが生じるなど、 ） 取調べ中に示された捜

査情報がそのままの腱重雄鄙に流出す皇おそれが

高くなること

などの影響が考えられる。

、

○検察官は、以上のような点も考慮し、事案に応じ ’１
１ ｝て、適切に判断しているものと承知してし

一

父」
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